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新年あ けま し ておめでと う

ございま す。 令和6年の新春を

迎え( 公社) 神奈川労務安全衛

生協会小田原支部の会員事業

場の皆様に謹んで新年のお慶

びを 申し 上げま すと と も に、

日頃から 小田原支部の運営に

対し 、 小田原労働基準監督署並びに会員事業場の皆

様に多大なる ご理解と ご協力を賜り 、 厚く 御礼申し

上げま す。

2020年初めから 感染が認めら れた新型コ ロ ナウ

イ ルス 感染症( COV ID-1 9 ) は、 2 023年5月8日を

も って、 感染症法上の位置付けが、 季節性イ ンフル

エン ザ感染症と 同じ ５ 類に位置付けら れま し た。

2023年は、 4年振り に行動制限の無いなかで、 各地

でお祭り やス ポーツ・ コ ンサート など大規模なイ ベ

ン ト が催さ れま し た。 ま た、 お盆や年末年始の帰

省、 連休時期の旅行など多く の方の移動も 新型コ ロ

ナウ イ ルス 感染症の流行以前の状態にま で回復し て

き たと 感じ ら れまし た。 し かし ながら 、 ウ イ ルス が

なく なったわけでは御座いま せんので、 今後も 基本

的な感染予防措置を 継続し つつ、 w ith コ ロ ナ時代

を過ごし ていただき たいと 思います。

2023年度から 2027年度ま での5か年を 対象と し

た「 第14次労働災害防止計画」 が提示さ れて、 会

員事業場におかれま し ては、 それぞれ具体的な取り

組みが実行さ れている も のと 認識し ており ます。 当

小田原地区におかれま し ては､「 第14次労働災害防

止推進計画｣(小田原計画)を 定め､「 休業4日以上の

死傷災害について、 13次防最終年2022年の378人

に対し て5% 以上減少する ｡」 と し た「 2027年度359

人以下」 が掲げら れており ま す。 こ れを 達成すべ

く 、 8つの重点対策のう ち「 労働者の作業行動に起

因する 労働災害防止対策の推進｣｢高年齢労働者の労

働災害防止対策の推進｣｢業種別の労働災害防止対策

の推進」 などでアウ ト プッ ト 指標が定めら れており

ま す。 会員事業場におかれま し ては、 こ の小田原計

画を良く 確認し ていただき 、 それぞれの取り 組み計

画に基づき 確実な実行をお願いし たく 思いま す。

本年も ( 公社) 神奈川労務安全衛生協会小田原支部

の会員事業場の皆様のご理解と ご協力を賜り 取り 組

んで参り たいと 思いま すので、 どう ぞ宜し く お願い

致し ま す。

最後に、 会員事業場皆様のご健勝と ご多幸を祈念

申し 上げ令和6年新年のご挨拶と 致し ま す。 本年も

宜し く お願い申し 上げます。

令和6 年の新春を 迎え る に

当たり ､( 公社) 神奈川労務安全

衛生協会小田原支部及び会員

事業場の皆様に謹んで新年の

お慶びを 申し 上げま すと と も

に、 日頃から 小田原労働基準

監督署の行政運営につき ま し

て、 多大なる 御理解と 御協力を賜り 、 厚く 御礼申し

上げま す。

さ て、 小田原労働基準監督署管内の労働災害の

発生状況を 見ま すと 、 死亡災害については、 令和4

年はゼロ に抑える こ と ができ ま し たが、 令和5年は

大幅に増加し 、 6件発生し てし ま いま し た。 休業4

日以上の労働災害は若干減少し ていま すが、 重篤

な災害も 発生し ており 、 予断を 許さ ない状況にあ

り ま す。

昨年は労働災害発生件数の更なる 減少を目指し 策

定さ れた第14次労働災害防止計画の初年であり ま

し たが、 大変厳し い船出と なり ま し た。

本年につき まし ては、 会員事業場の皆様の職場の

安全管理体制を整え、 労働者一人一人の安全意識の

高揚を図る など、 引き 続き 労働災害の発生防止への

更なる 取り 組みをお願いいたし ま す。

ま た、 本年4月1日から 、 適用が猶予さ れていた

建設業、 自動車運転者、 医師に対し ても 時間外労働

の上限規制が適用さ れま す。 当行政と し ま し ては、

2019年から 施行さ れた時間外労働の上限規制の定

着を図り 、 過重労働によ る 健康障害防止対策をすす

め、 労働災害防止と 併せ、 すべての労働者が安全で

安心し て働く こ と ができ る 職場づく り への取り 組み

を進めて参り たいと 考えています。

最後になり ま すが、 本年も ( 公社) 神奈川労務安全

衛生協会小田原支部の会員事業場の御理解と 御協力

を賜り ますよ う お願い申し 上げま すと と も に、 貴支

部及び会員の皆様方の一層の御活躍・ 御繁栄を御祈

念申し 上げま し て、 新年の御挨拶と さ せていただき

ま す。

G 新 年 を  迎 え て G
（ 公社）神奈川労務安全衛生協会小田原支部長 小田原労働基準監督署長

　 　 　 　 　 　 　 川　 村　 豊　 彦 　 　 　 　 　 　 　 木　 村　 隆　 志

小小田田原原労労働働基基準準監監督督署署かかららののおお知知ららせせ  

各各種種健健康康診診断断にに係係るる結結果果報報告告等等ににつついいてて

労働安全衛生法等に定められた各種の健康診

断を行ったときは、その結果に基づき個人票を作

成して保管するとともに、その都度、健康診断結

果報告書を所轄労働基準監督署長に遅滞なく提

出する必要があります。（ただし、じん肺健康管理

実施状況報告（※１）については、当該健診の実

施有無に関わらず、毎年12月31日現在における

管理の状況を翌年2月末日までに、心理的な負

担の程度を把握するための検査結果等報告書

（※2）については、1年以内ごとに1回、定期に、

提出することになっています。） 

１．報告書の種類について 

 事業者が所轄労働基準監督署長に提出しなけ

ればならない各種健康診断に係る結果報告書等

には、次のものがあります。 

①定期健康診断結果報告書（常時50人以上の労

働者を使用する場合）

②有機溶剤等健康診断結果報告書

③鉛健康診断結果報告書

④特定化学物質健康診断結果報告書

⑤石綿健康診断結果報告書

⑥高気圧業務健康診断結果報告書

⑦電離放射線健康診断結果報告書

⑧四アルキル鉛健康診断結果報告書

⑨除染等電離放射線健康診断結果報告書

⑩指導勧奨による特殊健康診断結果報告書

⑪じん肺健康管理実施状況報告（※１）

⑫心理的な負担の程度を把握するための検査結

果等報告書（常時50人以上の労働者を使用す

る場合）（※2） 

⑬有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書

２．報告用紙について 

 報告用紙は、各労働基準監督署で配布してい

ますが、厚生労働省のホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun 

ya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei3 

6/index.html） 

からダウンロードすることもできます。 

 ダウンロードした報告用紙を印刷する際には、

以下の点にご留意ください。 

①読取機械で直接読み取りますので、編集等は

行わないでください。

②印刷用紙はＡ4普通紙、白色度80パーセント以

上のものを使用してください。

③拡大・縮小はせずに、原寸大で印刷してくださ

い。

なお、次のような用紙は、機械で読み取れない

ため、使用できません。 

×規定のサイズと異なるもの。 

×複写機でコピーしたもの。 

×従来のＯＣＲ様式。 

３．報告書の提出について 

 各種健康診断に係る結果報告書等について、

令和5年実施分のものが未提出となっている事業

場は、早急に提出をお願いいたします。 
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副支部長

　 ㈱鈴廣蒲鉾本店

副支部長

  三菱ケミ カ ルハイ テク ニカ ㈱

　 　 　   小田原テク ノ センタ ー

支部長

　 M ei j iSeik a  フ ァ ルマテッ ク ㈱

監査

　 富士屋ホテル㈱

監査

　 文化堂印刷㈱

広報部会

　 部会長

　 小田原ガス㈱

　 副部会長

　 第一三共ケミ カ ルフ ァ ーマ㈱小田原工場

　 部会員

　 ㈱カ ネカ メ ディ ッ ク ス神奈川事業所

　 ㈱ミ ク ニ小田原事業所

　 箱根登山鉄道㈱

　 ㈱東海ビルメ ンテナス
　 三菱ケミ カ ルハイ テク ニカ ㈱小田原テク ノ センタ ー

　 日本新薬㈱小田原総合製剤工場

衛生部会

　 部会長

　 藤田観光㈱箱根小涌園

　 副部会長

　 ㈱アグサ

　 部会員

　 紀伊産業㈱鴨宮工場

　 神奈川柑橘果工㈱

　 ラ イ オン㈱小田原工場

　 相日防災㈱

　 大東カ カ オ㈱中井工場

　 日本イ ンジェ ク タ ㈱

安全部会

　 部会長

　 富士フ イ ルム㈱神奈川事業場
　 副部会長

　 三菱ガス化学㈱山北工場

　 部会員

　 富士フ イ ルムヘルスケアマニュ フ ァ ク チャ リ ング㈱

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 南足柄竹松事業所

　 ㈱明治ゴム化成

　 南開工業㈱

　 花王㈱小田原事業場

　 豊玉香料㈱

　 ㈱ク ボタ ケミ ッ ク ス小田原工場
　 日本製紙ク レシア㈱開成工場

　 わかも と 製薬㈱相模大井工場

産業保健研究会リ ーダー

　 M ei j iSe ik a  フ ァ ルマテッ ク ㈱

労務部会

　 部会長

　 小田原紙器工業㈱

　 副部会長

　 ㈱し いの食品

　 部会員

　 パナッ ク 工業㈱
　 ㈱西山製作所

　 テルモ㈱

　 富士フ イ ルムビジネスイ ノ ベーショ ン㈱

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 竹松事業所
　 ㈱小田原百貨店

　 足柄乳業㈱

謹 賀 新 年
本年も ご安全に！よろ  し く お願い致し ます。 小田原支部役員事業場一同

令和６ 年
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安全衛生祈願終了後、 併設する 報徳会館にて小田原産業労働団体連合会

主催の経営者セミ ナーが開催さ れま し た。 陸運労働災害防止協会 神奈川

県支部 間宮小田原分会長によ る 開会の挨拶から 始ま り 、 小田原産業労働

団体連合会 伊藤会長代行、 小田原労働基準監督署 木村署長、 神奈川労務

安全衛生協会本部 法元部長よ り 、 新年のご 挨拶を いただき ま し た。

続いて開催さ れま し た特別講演では、 参議院議員 松沢

成文氏を お招き し 、 『 「 激闘！関東三国志」 ～戦国武将

に見る リ ーダー論～』 と 題し てご講演いただき ま し た。

松沢氏は、 政治活動の傍ら 、 歴史研究と 著作活動を 展

開さ れ、 小田原史に名を 連ねる 人物の「 生き 方、 考え

方、 実践し た取組み」 を 広く 伝えていら っ し ゃ いま す。

今回の講演では、 3英傑（ 北条氏康、 武田信玄、 上杉謙

信） から 学ぶ、 と し て、 民と 歩んだ民生改革者と し ての

北条氏を 中心に、 情報を 駆

使し た 頭脳戦を 元に領国統

治の経営力の示唆を教えていただき ま し た。

松沢氏の講演終了後、 建設業労働災害防止協会 神奈川支部 小

田原分会 鈴木小田原地区支部長に、 閉会の挨拶を し ていただき 、

気持ちを新たにス タ ート でき る 講演と なり ま し た。

　   （ 三菱ケミ カルハイ テク ニカ㈱小田原テク ノ センタ ー　 香川）

神奈川労務安全衛生大会参加報告

神奈川労務安全衛生大会〈 労務安全衛生功労賞〉

令和5年度神奈川労務安全衛生大会が、 適正な

労働条件の確保、 労働災害の防止、 健康保持増

進等によ る 労働福祉の向上と 産業の健全な発展

をはかる 決意の場と し て4年ぶり に横浜で開催さ

れま し た。 式典では、 会長、 来賓の挨拶及び祝

辞に続いて、 表彰式が執り 行われ、 最後に大会

宣言にて決意表明が行われま し た。 一方、 2部の

講演では､「 健康寿命を 延ばす食生活～働く 人の

ための動脈硬化予防～」 をテーマと し て独立行

政法人労働者健康安全機構神奈川産業保健総合

支援セン タ ー産業保健相談員の平澤氏が講演を

さ れま し た。 講演の中で、 動脈硬化やその動脈

硬化によ る 脳卒中、 そし てその後遺症と いっ た

具体的な事象説明があり 、 ま た、 他にも 生活習

慣病か ら の 血管年齢

の 高齢化と そ の 改善

案、 糖尿病と 血糖と

の 関連性等、 多岐に

渡る 講演と な り ま し

た 。 そ し て 、 細かい

安全祈願

富士フ イルム㈱神奈川事業場

寺内　 実 様

ラ イ オン㈱小田原工場

石川　 和広 様

大東カカオ㈱中井工場

嶌野　 大輔 様

新年　 安全衛生祈願

経営者セミ ナー＆特別講演

松沢 成文氏

木村署長

セミ ナー風景

☆事業場名　 株式会社アネブル　 西湘テク ニカ ルセンタ ー

☆所 在 地　 〒256-0804 神奈川県小田原市羽根尾224番地1

　 　   本社　 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町大津崎1番地36

☆代表者名　 代表取締役社長　 鈴木 一彦

☆設　 　 立　 2005年3月15日

☆従業員数　 全社： 490名　 西湘TC管轄： 140名

☆事業内容

　 1. エンジン性能試験･信頼性評価の受託事業

　 2. エンジン等の試験･評価技術者の派遣事業

　 3. 自動車部品、 プロ ト タ イ プの開発･製造事業

　 4. 海外情報の収集と 部品輸入事業

　 5. モータ ース ポーツ 部品の輸入･開発･販売･サービス 事業

　 6. 企業の業務研修およ び技術研修の企画なら びに請負

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 新規加入会員事業場紹介 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

こ と でも 、 ひと つひと つ工夫する こ と で、 対処

でき る 部分も 数多く ある と 認識し ま し た。

ま た、 特別講演では､「 人工知能　 ビ ジネス

応用への視点」 をテーマと し て株式会社エーア

イ ス ク エア石田氏が講演をさ れま し た。 今後の

日本における 人口減少や高年齢化の問題を 解決

する ために、 A Iの進化と 活用は不可欠です。 そ

し て、 そのA Iを使いこ なすには、 先ずは、 正確

かつ適格なデータ ーの抽出と 入力が不可欠で、

その結果と し て、 迅速かつ有効な資料等が創作

さ れる こ と 、 今後A Iから さ ら に成長し 、 A GI、

A S Iへと 拡大し ていく と 予想さ れる 点が特に興

味深い点でし た。 一方、 A Iの進化に伴う 人の仕

事の内容についても 、 代替でなく 協働する 時代

に適合する こ と が必要である こ と を あら ためて

感じ ま し た。

尚、 今大会の表彰では、 令和5年度労務安全

衛生功労賞42名の受賞者の紹介があり ま し た。

小田原支部から も 3名が受賞さ れま し た。 あら

ためま し てお祝い申し 上げま す。  （ 広報部会）

毎年恒例　 (公社)神奈川労務安全衛

生協会 小田原支部会員事業場によ る

「 安全衛生祈願」 が1月12日(金)、 報徳

二宮神社で開催さ れま し た。 令和2年か

ら 新型コ ロ ナウ イ ルス の感染症対策と

し て2組に分けて実施し ていま し たが、

5類移行によ り 、 4年ぶり に一同介し て

の祈願と なり ま し た。

（ ㈱東海ビルメ ンテナス 　 高木）



− 8 −

第 196 号 令和６ 年１ 月 25 日小 田 原 支 部 だ よ り

［ 事務局だより ］

事務局長　 鎌田　 光郎

新年明けま し ておめでと う ございま す。 本年も 最

新情報の発信、 アッ プデート し た講習会の運営に努

めてま いり ま す。 ご 支援、 ご協力のほど 宜し く お願

いいたし ま す。

こ の四半期は新年度ス タ ート に向けた安全衛生管

理体制や法対応の整備を 進める 時期と なり ま す。 関

係する 講習会をラ イ ンナッ プし ま し たので是非ご活

用く ださ い。

＜１月中旬～３月開催講習会＞

＊　 保護具着用管理責任者選任のための研修

　 ・ １ 月23日（ 火）  小田原商工会議所

＊　 テールゲート リフターの操作業務に係る特別教育

　 ・ １ 月29日（ 月） 小田原ガス 本社

＊　 化学物質管理者選任時研修

　 ・ １ 月30日（ 火） UMECO

＊　〈 共催〉有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育

　 ・ ２ 月２ 日（ 金）  Zoom オンラ イ ン

＊　 安全衛生推進者養成講習会

　 ・ ２ 月８ 日（ 木) ､９ 日（ 金）  UMECO

＊　 職長教育

　 ・ ２ 月15日（ 木) ､16日（ 金）  UMECO

＊　 危険体感講習会

　 ・ ２ 月20日（ 火）  富士フ イ ルム研修センタ ー

＊　 Ｋ Ｙ Ｔ 基礎実践研修会

　 ・ ３ 月１ 日（ 金）  UMECO

＊　 職長の能力向上教育

　 ・ ３ 月６ 日（ 水）  UMECO

＊　 安全管理者選任時研修

　 ・ ３ 月15日（ 金）  UMECO

＊　 保護具着用管理責任者選任のための研修

　 ・ ３ 月26日（ 火）  青色会館

＊　 フ ルハーネス型墜落制止用器具特別教育

　 ・ ３ 月28日（ 木）  青色会館

私は自宅から 、 会社ま で自転車で通勤し て いま

す。 晴天の日だけでなく 雨の日や強風の日も 、 そし

て夏も 冬も 、 幸いにし て会社も 近く 、 通勤に要する

時間は、 自転車で20分程度です。 その途中、 朝は

富士山を背にし て、 帰り は富士山に向かって自転車

を 走ら せて ま す。 夏は、 会社に到着し た時には汗

びっ し ょ り 、 風の強い日は、 強風にあおら れ、 く た

く たです。 それでも 、 夏は日の入り が遅いため、 定

時で帰宅でき る 時は、 富士山に向かっ ての自転車漕

ぎ で気分爽快。 ま た 、 冬は空気が乾燥し ている た

め、 富士山も はっ き り 見えま す。

その行程で酒匂川を渡る 時に写真撮影。 考え方に

よ っ ては、 毎日が散歩道し かも 、 運動不足解消。 物

事は考えよ う によ って「 はっ ぴー」 になり ま すね。

皆様も 、 ちょ っ と し たこ と での幸せを 考えてみて

は如何でし ょ う か。 　 　 　  （ 広報部会 石川 紀弘）

（ 富士見大橋から 撮影）

従業員数 50 人未満の事業者と 労働者の皆さ ま へ
地域の産業医によ る 健康相談・ 保健指導は無料健康相談窓口を ご利用く ださ い。

労働者が心身と も に健康で働き 続けら れる よ う に、 長時間労働の面接指導、 メ ン タ ルヘルス 不調者の相

談や生活習慣病予防など 、事業場が行う 労働衛生管理を支援する ために、「 県西地域産業保健センタ ー」 では、

地域の産業医によ る 面接指導や健康診断の事後措置など の無料健康相談・ 保健指導を行っ ていま す。

１ ． 無料健康相談窓口ご利用時間（ 原則、 １ 週間前ま でにご連絡下さ い。）

　 　 午後１ 時０ ０ 分～　 予約制

２ ． 相談日（ 令和６ 年１ 月から 令和６ 年３ 月ま での相談日は次のと おり です。）

　 　 １ 月９ 日（ 火）　 １ 月 15 日（ 月）　 １ 月 25 日（ 木）　 ２ 月２ 日（ 金）　 ２ 月 14 日（ 水）　 ２ 月 16 日（ 金）

　 　 ３ 月６ 日（ 水）　 ３ 月８ 日（ 金）　 ３ 月 18 日（ 月）

３ ． 相談窓口会場

　 　〔 おだわら 総合医療福祉会館内　 小田原市久野 115 − 2　 県西地域産業保健セン タ ー４ F 事務所〕

　 　  　 無料健康相談窓口の他、 ご 依頼内容によ り 産業医によ る 産業保健指導を 小田原市、 南足柄市、 足柄

上郡、 足柄下郡の各事業場への個別訪問を行っていま すので、 ご相談く ださ い。

４ ． 利用申し 込み（ ホームページ又は電話）

　 　 １ ） ホームページから 利用申込出来ま す。 h ttp s://w w w .k an ag aw as.j oh as.g o.j p /pu b l ics/in dex /545 /

　 　 　 　 WEB、 ある いは FAX で利用申込書をお送り く ださ い。

　 　 　 　 ホームページは　 “神奈川産保県西 ”　 で検索。

　 　 ２ ） 電話　 ０ ４ ６ ５ − ６ ６ − ６ ０ ４ ０ （ 受付時間： ９ 時～ 14 時）

厚生労働省「 産業保健活動総合支援事業」　 協力： 小田原医師会・ 足柄上医師会

県西地域産業保健センタ ー　
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